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【巻頭言】 

食品表示に関する一元的・横断的な新法の制定にあたって 

 ＮＰＯ法人食品保健科学情報交流協議会 
専務理事 伊藤蓮太郎 

 
消費者庁は、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示に関する一元的な法

律の制定など法体系のあり方について検討を進めるため、同庁の食品表示課長、表示

対策課長、消費者安全課長、 政策調整課長及び担当参事官、審議官らを構成員とす

る「食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチーム」(WT)の設置を決定

し、このことを 4月 22 日に公表しました。 

 食品表示に関する一元的又は横断的な新法の制定については、①消費者庁設置関連

3法が昨年の第171回国会において審議され衆参両院とも全会一致で可決成立した際、

参議院消費者問題に関する特別委員会の付帯決議の中で「二十七 消費者の利益の擁

護及び増進に関する法律の消費者庁の関与の在り方を検討する際には、公益通報の窓

口の消費者庁への一元化、表示、取引、安全の分野における横断的な新法の制定を含

めた検討を行うこと。」と明記されたこと、及び②去る 3 月 31 日に閣議決定された

新たな消費者基本計画（平成 22 年～26 年度）の施策番号 69 の具体的施策等において

「消費者庁は、食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系の在り方については、

ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示の関係法令を統一的に解釈・運用を

行うとともに、現行制度の運用改善を行いつつ問題点等を把握し、検討します。平成

22 年度から検討を開始し、平成 23 年度以降、検討結果を踏まえ、必要な措置を講じ

ます。」と明記しましたので、これらのことを踏まえ消費者庁のＷT における検討が

決定されたものと考えます。 

 食品表示のあり方についは、日常の食生活に密接な関係があること、依然として故

意又は過失による不適正な食品表示が多発していること、期限表示の取扱いの実態に

おいては消費者を不安にさせる様々な事案(賞味期限切れ食品の取扱い、個包装への

表示等)が発生していることなどから、既に、多くの消費者・生活者、食品事業者、

行政担当者、専門家等の方々が強い関心を持ち、かつそのあり方についてもいろいろ

な意見、要望等をお持ちのことでしょう。 

 食品表示に関する一元的・横断的な新法を制定するにあたって、筆者はかねてから、

現行のＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示に関する法律を一元的又は横

断的に一つに整理統合した体系の新法・食品表示法(仮称)は制定すべきではないと考

えていました。少なくとも二つの体系の新たな法律を制定すべきです。一つはＪＡＳ

法第 19 条の 13 に基づく品質表示基準及び食品衛生法第 19 条に基づく表示基準の両



 

2 

食科協Ｎｅｗｓ                                  第８３号 

基準を整理統合した体系の「新法・食品表示法(仮称)」の制定です。他の一つは健康

増進法第 6 章(第 26 条～33 条)の各条文を基本としかつ食生活指針を推進するための

条文を加えた体系の「新法・特別用途食品の表示許可及び食生活指針の推進に関する

法律(仮称)」の制定です。  

前者と後者の大きな相違点は次のことです。 

前者は国が設定した食品の名称、原材料名、賞味期限、製造者住所氏名等の表示事

項を表示基準に適した方法で記載することを食品事業者に対し義務づける法体系の

ものですから、国に対しては表示基準の設定の責務を、食品事業者に対しては表示基

準の遵守義務を課すものです。一方、後者は表示の許可制であることから、許可申請

者である食品事業者に対しは申請手続きを義務づけるとともに、国に対しては許可を

行うについて必要な試験を行うものとする等の責務並びに食生活指針を推進するた

めの施策を講じる責務を課すものです。 

 食品表示に関する一元的又は横断的な新法の制定については、日常の食生活に直接

関与する課題ですから関心や意見をお持ちの方々が多数いると思われます。それであ

るが故に、特に前者の「新法・食品表示法(仮称)」の制定にあたっては、単に、ＪＡ

Ｓ法の目的「消費者の選択に資する」と食品衛生法の目的「公衆衛生上の観点」とを

一つに合体させるだけでなく、少なくとも「食品廃棄による無駄を無くす観点」或い

は「食料資源を有効に利用する観点」を目的に追加し、例えば、表示基準に違反した

食品であっても、①その安全性に問題がないもの、②科学的、合理的根拠をもって設

定された賞味期限内のもの等は直ちに廃棄処分とはしない条文を規定する等の法体

系を検討すべきと考えます。 

 

【食科協の活動状況】 

５月の主な活動 

10 日 常任理事会を開催、議題は①平成 22 年度役員候補、事業計画及び総会議 

案書案、②平成 22 年度の会員研修講演会のプログラム等、③ホームペー 

ジの更新等に関する常任理事会決定、④全国食監協との連携案、⑤その他

(江東区協働事業への提案)等。 

11 日 江東区協働事業説明会に出席。 

13 日 中川監事、黒田監事の会計・業務監査を受ける。 

18 日 第 8 回通常総会の開催案内、議案書、出欠回答はがきを各会員へ送付。 

21 日 関澤、北村の両常任理事と伊藤専務理事が 22 年度事業、ＨＰ更新等の件 

で打合せ。 

25日 渡邊常任理事と共に農水省FCP室を訪問し、平成22年度FCP研究会テーマに 
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応募した内容を説明したが、新研究会テーマとして採用されず。 

27 日 食科協ＮＬ第 82 号を発行。農水省の吉松補佐を表敬訪問。 

 

【行政情報】 

１．日中食品安全推進イニシアチブ覚書の署名 

 「日中食品安全推進イニシアチブ第１回閣僚級会合」が5月31日厚労省大臣室にお

いて、日本から長妻厚労大臣、食品安全部長らが、中国から王勇（ワン・イユウ）国

家質量監督検験検疫総局総局長らが出席して開催されました。 

「日中食品安全推進イニシアチブ覚書」は昨年、北京において鳩山総理と温総理と

の間で一致した「日中食品安全推進イニシアティブの創設」の作業が進展し、本日、

関係閣僚間で署名されたものです。 

同日の第1回閣僚級会合においては、同覚書に基づく次に掲げる今年度の行動計画

について合意し、今後はこの行動計画に基づいて日中両国で輸出入される食品等の安

全分野における交流及び協力を促進させていくことで一致しました。 

また、同会合終了後、官邸において両国首脳の立ち会いのもと、両国大臣による署

名が行われました。詳細は下記の URL をご覧ください。（伊藤蓮太郎） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006r22.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006r22-img/2r98520000006r5t.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006r22-img/2r98520000006r5z.pdf 

 日中食品安全推進イニシアチブ覚書 2010年度行動計画 

2010年5月31日の「日中食品安全推進イニシアチブに関する日本国厚生労働省と中

華人民共和国国家質量監督検験検疫総局との覚書」(以下「覚書」という。)の下で、

日本国厚生労働省と中華人民共和国国家質量監督検験検疫総局(以下「双方」という。)

との間で策定される2010年度行動計画は次のとおりとする。 

１．食品安全情報交換に関する連絡窓口の構築 

双方はそれぞれ連絡窓口として部門及び担当者を指定する。連絡窓口を変更する場

合、事前に書面により相手側に連絡する。日本側の連絡窓口は日本国厚生労働省食品

安全部監視安全課輸入食品安全対策室(一部空白)、中国側の連絡窓口は中国国家質量

監督検験検疫総局輸出入食品安全局食品安全第二処(一部空白)とする。(注：個人情

報を含む部分については空白としています。) 

２．実務者レベル協議の開催 

2010年度、前期(4月から9月まで)は中国において、後期(10月から3月まで)は日本

において実務者レベル協議を開催する。実務者レベル協議では、以下３．に示す双方

の具体的関心事項について協議する。 

３．解決を促進すべき双方の具体的な関心事項 
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（１） 中国側の関心事項 

① 日本産水産品、調味品等の重金属(ヒ素、鉛、カドミウム等)に関する基準違反

の問題 

② 日本産菓子類等加工品、水産品の微生物(細菌数、大腸菌群、リステリア菌等)

に関する基準違反の問題 

③ 日本産砂糖菓子等加工品中の食品添加物(ソルビトール、ガーデニア・イ エロ

ー、サンセット・イエロー等)に関する基準違反の問題 

④ 日本産焼酎等に添加される禁止添加物(金箔等)に関する問題 

（２） 日本側の関心事項 

① 中国産冷凍食品の微生物(細菌数、E.coli、大腸菌群)に関する基準違反の問題 

② 中国産豚肉製品の動物用医薬品(クレンブテロール)に関する残留基準違 反の

問題 

③ 中国産ねぎの農薬(アルジカルブ・スルフォキシド)に関する残留基準違反の問

題 

④ 中国製器具、容器包装及びおもちゃ(乳幼児用)の規格基準違反の問題 

以上の具体的な双方関心事項について、円滑な改善推進のため、双方は事前に実務

レベルで協議を行い、必要に応じセミナー開催及び情報交換を行う。 

４．現地調査の実施 

上述の具体的な問題の進展状況を確認するため、外交ルートを通じて相手国政府か

らの同意が得られたことを前提に、相手側の関連施設において現地調査を実施する。 

５．行動計画の実施期間 

本行動計画は、2010年6月1日から覚書に基づいて開催される次回の閣僚会議までの

期間実施される。 

 

２．添加物に関する食品健康影響評価指針の決定 

食安委は5月27日の第333回会合において、「添加物に関する食品健康影響評価指針」

を決定しました。この指針は、食安基本法第21条第1項が規定する食品健康影響評価

の実施等に関する基本的事項(平成16年1月16日閣議決定)第1の3の(1)の③に基づく

食品健康影響評価に関するガイドラインの一つです。 

これまで、添加物の食品健康影響評価については旧厚生省が発出した「食品添加物

の指定及び使用基準改正に関する指針について(平成8年3月22日衛化第29号生活衛生

局長通知)」及びFAO/WHO合同食品添加専門家会議(JECFA)の評価の考え方等に基づき

進められてきましたが、食品健康影響評価の科学的妥当性・公平性の確保のため、ま

た、国内外に評価の透明性を確保しながら、申請者等に対して必要なデータの明確化

を図るためにも、必要性が高くかつ有益であることから、このたびの「添加物に関す

る食品健康影響評価指針」の決定に至ったものです。その指針の概要は次のとおりで
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す。詳細は下記のURLをご覧ください。（伊藤蓮太郎） 

http://www.fsc.go.jp/senmon/tenkabutu/tenkabutu-hyouka-shishin.pdf 

添加物に関する食品健康影響評価指針の概要 

 第 1 章 総則   第 1 指針作成に至る背景(省略) 

 第 2 定義(3 以外は省略) 

  3 耐容上限量（UL：tolerable upper intake level） 

健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。 

 第 3 目的(省略) 

 第4 添加物の食品健康影響評価に際しての考え方 

１ 安全係数については、今後、食品安全委員会として考え方を整理した上で、 

添加物の食品健康影響評価に応用する。なお、現時点における安全係数の 取扱

いについては、専門調査会の評価に委ねる。 

２ JECFA の安全性評価が終了し、欧米諸国で長期間使用が認められているい 

わゆる国際汎用添加物(国際汎用香料を除く。)については、最新の科学的 知見

も調査した上で、原則としてJECFA 及び欧米諸国で行われた評価書に基づく評価

(評価書評価)を行う。 

３ 遺伝毒性発がん物質＊1については、閾値の存在に関して、国際的な議論が行われ

ているが、なお合意に達していないことから、当面、原則として閾値が存在しな

いとの考えに基づき評価を行う。なお、遺伝毒性発がん物質か否かの判断におい

ては、MOA及びWOEを考慮し、慎重に検討する必要がある。 

４ 遺伝毒性発がん物質との評価のなされた添加物については、前項により、当面、

原則として承認するべきではない。一方、添加物の製造等においてやむを得ず含

有される不純物(天然に存在するものを含む。以下同じ。)又は副生成物が遺伝毒

性発がん物質である場合には、その含有量を技術的に可能な限り低減化させるべ

きであるが、VSD等の考え方に基づき総合的に評価を行う。 

５ 食品の通常成分の代替物質として用いようとする物質又は栄養強化の目 的や

栄養機能食品として用いる物質については、栄養学的観点から、栄養成分として

の質及び他の食品由来の当該栄養成分摂取量を考慮し、「食事摂取基準」等を参

照して、評価を行う。 

６ 妊婦・胎児、乳幼児、小児、高齢者等における検討は、リスクを考え得る知見

がある場合に必要に応じて行う。 

７ 医薬品の開発等他の分野において実施され、添加物でも実施が推奨されるよう

なin vitro試験等(例えば、動物を用いた試験において代謝物による有害作用が

懸念される場合、ヒトの代謝酵素を用いたin vitro試験等により、ヒトへの外挿

を検討する等)は、必要に応じて検討することが望ましい。 

８ 評価の対象となる添加物に医薬品との相互作用が考えられる場合、そのような
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事象が起こり得る者は基本的には医療従事者の監視下にあると考えられること

から、医薬品との相互作用に関する事項の検討は、リスクを考え得る知見がある

場合に必要に応じて行う。 

９ 添加物の分解物、混在する不純物及びヒトで特徴的に生じる代謝物についても、

評価の必要性の有無について検討を行う。添加物の安定性及び食品中における安

定性についても確認し、安定でない場合には、主な分解物の種類及び生成程度に

ついて検討を行う。 

１０ 添加物を複数摂取した場合の有害な影響については、食品安全委員会の平成

18年度食品安全確保総合調査「食品添加物の複合影響に関する情報収集調査」報

告書に基づき、個々の添加物の評価を十分に行うことで、添加物の複合摂取によ

る影響についても実質的な安全性を十分確保することが可能と考えられる。ただ

し、添加物を複数摂取した場合のリスクに関する知見がある場合は、必要に応じ

て評価を行う。 

１１ 遺伝子改変動物を用いた試験は、現在、食品安全委員会において一部リスク

評価に用いられている事例はあるが、JECFA等でもほとんど利用されておらず、

慎重な取扱いが必要である。 

１２ ナノマテリアル等の新技術に基づく添加物について、JECFAでは、毒性 

学的特性が異なる可能性があり、一般にこれまでの規格やADIを適用でき るも

のではないと考えられており、評価の必要が生じた際には、適宜検討することと

する。 

          ＊1：遺伝毒性発がん物質とは、当該物質又はその代謝物がDNAに直接作用する遺伝 

子突然変異又は染色体異常誘発性を示し、当該遺伝毒性に係る作用が発がん機

序の一部であると考えられるものをいう。その遺伝毒性はin vivoで(可能であ

れば発がんの標的臓器で)確認される必要がある。 

 第5 評価に必要な資料等の考え方(省略) 

第６ 体内動態試験及び毒性試験の解釈(省略) 

第７ リスク判定(省略)     第８ 再評価(省略) 

第２章 各論 

第１ 評価対象添加物の概要(省略)   第２ 安全性に係る知見(省略) 

第３ ヒトにおける知見(省略) 

第４ 一日摂取量の推計 

１ 我が国における一日摂取量を推計する。推計に当たっては、摂取量の推計値が

過小にならないよう留意する。原則として、使用対象食品の一日摂取量に添加物

の使用量を乗じて求める。食品の一日摂取量は、国民健康・栄養調査の食品群別

摂取量又はその他の資料等により適切に推定する。また、マーケットバスケット

調査や生産量統計を基にした調査など信頼できる手法によって得られたデータ
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に基づく推定も採用が可能である。なお、推定一日摂取量は、体重50kgと仮定し

て推定する。 

２ 推定一日摂取量と、毒性試験から求められるADIを比較した結果について 

考察する。なお、考察に当たっては、同種の添加物等が併せて摂取される場合等

の安全性についても、累計した推定一日摂取量とグループADIとを比較すること

等により、必要に応じて検討する。 

３ 我が国の食物摂取の実態を踏まえ、栄養成分の過剰摂取や電解質バランスへの

影響等についても、必要に応じて検討する。 

第５ 国際汎用香料の評価方法(省略)   第６ 酵素の評価方法(省略) 

第７ 栄養成分の評価方法(省略) 

別表1 添加物(国際汎用香料の場合を除く。)の評価に必要な資料一覧(省略) 

別表2 酵素の評価に必要な毒性に関する資料一覧(平成8 年厚生省ガイドラインの

表2 の事項について検討の上、酵素が消化管内で分解して食品常在成分になること

が科学的に明らかである場合)(省略) 

 

３．ステアロイル乳酸ナトリウム等の添加物 10 品目が指定された 

厚生労働省は食品衛生法第 10 条に基づく新食品添加物として、10 物質(2-エチルピ

ラジン、ステアロイル乳酸ナトリウム、ソルビン酸カルシウム、5,6,7,8-テトラヒド

ロキノキサリン、プロピオンアルデヒド、2-ペンタノール、6-メチルキノリン、2-メ

チルピラジン、3-メチル-2-ブタノール、2-メチルブチルアルデヒド)を同法施行規則

第 12 条に基づく別表第 1 に追加し、5 月 28 日に公布しました。この結果、別表第 1

に掲載されている指定添加物は 403 品目(5 月 28 日現在)になります。 

 同時に、上記の 10 の新規添加物については、同法第 11 条第 1 項に基づく「食品、

添加物等の規格基準」(告示)の「第 2 添加物」中の成分規格及び使用基準を設定しま

した。 

 食品添加物の新規指定は食品安全委員会による食品健康影響評価の結果、「安全性

に懸念がない」「安全性の問題はない」と評価されたものについて、薬事・食品衛生

審議会食品衛生分科会による有効性等の審議を経て、厚生労働大臣が指定する仕組み

になっています。 

ここでは、ステアロイル乳酸ナトリウムの概要について食品衛生分科会食品添加物

部会の報告書から抜粋したものを掲載しました。詳細は下記の URL のほか、平成 20

年 7 月以後の厚労省審議会・研究会等のホームページ中の薬事・食品衛生審議会食品

衛生分科会をご覧下さい。（伊藤蓮太郎、槙 孝雄） 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0730-12f_0001.pdf 

ステアロイル乳酸ナトリウムの概要 



 

8 

食科協Ｎｅｗｓ                                  第８３号 

１．品名 

ステアロイル乳酸ナトリウムSodium stearoyl lactylate、Sodium stearoyl-2-lactylate 

[CAS 番号：25383-99-7] 

２．用途 

乳化剤、安定剤 

３．概要及び諸外国での使用状況 

 ステアロイル乳酸ナトリウムは、食品の製造加工における乳化剤や安定剤として広

く欧米諸国などにおいて使用されている食品添加物である。 

米国においてはステアロイル乳酸のナトリウム塩及びカルシウム塩が食品添加物

そして認可されており、ベ－カリ－製品等における生地強化剤や乳化剤、加工助剤等

として一定上限量の範囲内で使用が認められている。 

また、欧州連合(EU)ではステアロイル乳酸のナトリウム塩とびカルシウム塩につい

て欧州食品科学委員会(SCF)の評価により、グループ ADI(20mg/kg 体重/日)が設定さ

れており、一定の上限量を定め、ベ－カリ－製品、菓子類、飲料等への使用が認めら

れている。 

FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、第 13 回会議(1969 年)において、ス

テアロイル乳酸ナトリウム及び同カルシウム塩について安全性評価を行い、暫定一日

摂取許容量(暫定 ADI)を 0－2.5mg/kg/day に設定し、第 15 回会議(1971 年)及び第 17

回会議(1973 年)の評価において、ADI を 0－20mg/kg/day に変更している。 

わが国においては、ステアロイル乳酸カルシウムが既に食品添加物として指定され

ており、パン、菓子類、めん類等に一定の使用基準を設けた上で広く使用されている。 

また、類縁物質としては、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウムが

食品添加物として指定されている。 

４．食品安全委員会における評価 

  ステアロイル乳酸ナトリウムのNOAEL(無毒性量)の最小値は4.0％(2,000mg/kg体

重/day)と考えられる。安全係数については、ステアロイル乳酸ナトリウムは海外に

おける長年の使用経験があること、食品成分に分解されしかも蓄積性がないと考えら

れること、更に参考として犬の 2年間の反復投与毒性試験結果もあることから、通常

の 100 を適用することとした。 

 上記を踏まえ、ステアロイル乳酸ナトリウムのADIは、20mg/kg体重/日と評価した。 

５．新規指定について薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の答申 

 ステアロイル乳酸ナトリウムについては、食品添加物として人の健康を損なうおそ

れはないことから、指定することは差し支えない。 

なお、指定にあたっては以下のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当

である。 

（使用基準） 
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ステアロイル乳酸ナトリウムは，菓子(小麦粉を原料としたものに限る。以下この目

において同じ。)のうちばい焼したもの若しくは油脂で処理したもの，生菓子(米を原

料としたものに限る。以下この目において同じ。)、パン、ミックスパウダー(菓子の

うちばい焼したもの若しくは油脂で処理したもの)、生菓子、パン、蒸しパン(小麦粉

を原料とし、蒸したパンをいう。以下この目において同じ。)又は蒸しまんじゅう(小

麦粉を原料とし，蒸したまんじゅうをいう。以下この目において同じ。)の製造に用

いるものに限る。)、蒸しパン、蒸しまんじゅう又はめん類(即席めん及びマカロニ類

以外の乾めんを除く。以下この目において同じ。)以外の食品に使用してはならない。 

ステアロイル乳酸ナトリウムの使用量は，ステアロイル乳酸カルシウムとして，生

菓子の製造に用いるミックスパウダーにあってはその１kgにつき10g以下、スポンジ

ケーキ、バターケーキ又は蒸しパンの製造に用いるミックスパウダーにあってはその

１kgにつき8.0kg以下、生菓子にあってはその１kgにつき6.0g以下、菓子のうち油脂

で処理したもの又はパンの製造に用いるミックスパウダー、スポンジケーキ、バター

ケーキ及び蒸しパンにあってはその１kgにつき5.5g以下、菓子のうちばい焼したもの

(スポンジケーキ及びバターケーキを除く。)の製造に用いるミックスパウダーにあっ

てはその１kgにつき5.0g以下、めん類(マカロニ類を除く。)にあってはゆでめん１kg

につき4.5g以下、菓子のうちばい焼したもの(スポンジケーキ及びバターケーキを除

く。)及び油脂で処理したもの、パン並びにマカロニ類にあってはその１kg(マカロニ

類にあっては乾めん１kg)につき4.0g以下、蒸しまんじゅうの製造に用いるミックス

パウダーにあってはその１kgにつき2.5g以下、蒸しまんじゅうにあってはその１kgに

つき2.0g以下でなければならない。また、ステアロイル乳酸カルシウムと併用する場

合にあっては、それぞれの使用量の和がステアロイル乳酸カルシウムとしての基準値

以下でなければならない。 

（成分規格）（省略） 

 

４．食品中のアフラトキシンに係る規制について 

厚労省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会は 5月 18 日、「食品

中のアフラトキシンに係る規制について(案)」を審議した結果同案を了承しました。

今後はパブリックコメント等を行い、同審議会食品衛生分科会の審議を経て決定する

ことになります。 
 我が国における食品中のアフラトキシンの規制は、これまで、昭和46年3月の厚生

省環境衛生局食品衛生課長通知「カビ毒(アフラトキシン)を含有する食品の取扱いに

ついて」に基づき、「定められた検査方法(アフラトキシンＢ1 を指標とし規制値を

10μg/kgとしたもの)によりアフラトキシンが検出された食品は、食品衛生法第4条第

2号(現行法第6条2項)に違反するものとして取り扱うこと」とし、輸入時における落
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花生、ピーナッツバター等の検査をはじめ、原料は選別を厳重に行うこと、出来るだ

け低温倉庫で保管すること、自主検査を実施すること等を指導してきました。 

 しかしながら、これまでに、①わが国における食品中のアフラトキシンの汚染実態

等に関する調査研究結果、②コーデックス委員会汚染物質部会における落花生及び木

の実に対する総アフラトキシン（アフラトキシンＢ1、Ｂ2、Ｇ1 及びＧ2 の合算）よ

る規格設定等の国際的動向、③食品安全委員会からの食品中の総アフラトキシンに係

る食品健康影響評価結果の通知など、薬事・食品衛生審議会における「食品中のアフ

ラトキシンの規制」の審議に必要な科学的情報が整ったことから、平成21年3月厚労

省から同審議会へ諮問し、本日の審議において「食品中のアフラトキシンに係る規制

について(案)」が了承されました。 

 食品中のアフラトキシンに係る規制(案)の概要は次のとおりです。詳しくは下記の

URLをご覧ください。（伊藤蓮太郎） 

  http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0518-10b.pdf 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0518-10c.pdf 

○ 検討結果  

（１）ＥＵにおける管理体制  

コーデックス規格と同様、食品中のアフラトキシンについて加工用、直接消費用の

二段階の基準値を設けているＥＵにおいては、当該規制の実効性を担保するため、規

制当局における監視に関するガイダンス文書(参考資料４)(省略)を作成しており、こ

の中で以下の事項が記載されている。  

・加工用の食品である場合、その旨の表示の義務付け  

・アフラトキシンの低減処理が可能な加工施設の指定(ＥＵ域内施設のリスト) 

・加工用の食品を取扱う食品事業者におけるアフラトキシン低減の責務  

・規制当局における監視（書類審査、分析検査等）  

（２）我が国における現状  

一方、我が国における現状について、落花生及び木の実の輸入・加工に関連する国

内業界団体より聴取したところ、以下の事情が明らかとなった。  

・アフラトキシンの低減を目的とした処理を行う加工施設は現時点では国内に存在

しない  

・加工用として輸入された落花生及び木の実について、消費者への販売に供する段

階では、確実に直接消費用のレベルまでアフラトキシンが低減されていることを

担保するのは困難  

・仮に加工用の規制値が設定されたとしても、実際には、輸入の段階で直接消費用

の規制値を満たすもののみが国内流通すると想定 

○ 対応方針  

上記を踏まえると、アフラトキシン管理のための規制値は、加工用、直接消費用の
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別を問わず、一本化することが望ましいと考えられる。なお、この場合の規制値は、

コーデックス規格で直接消費用の木の実に設定されている「総アフラトキシン10 μ

g/kg」とすることが適当である。 

○ アフラトキシンの概要 

アフラトキシンは、Aspergillus flavus、A.parasiticus、A.nomius等が産生する

かび毒であり、A.flavusはアフラトキシンＢ1及びＢ2を、A.parasiticus及びA.nomius 

はアフラトキシンＢ1、Ｂ2、Ｇ1及びＧ2を産生する。 

アフラトキシンは、遺伝毒性が関与すると判断される発がん物質であることが知ら

れており、1997年のJECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)での評価において、耐

容摂取量は示されず、「摂取は合理的に達成可能な値にまで低減されるべき」とコメ

ントされている。 

アフラトキシンの発がん性について、食品安全委員会の食品健康影響評価は、以下

のとおりまとめられている。 

アフラトキシンＢ1(AFB1)の遺伝毒性については、in vitro及びin vivoともに広範

な試験が実施されており、そのほとんどにおいて陽性の結果が得られている。 

発がん性については、ほとんどの動物種において肝臓が標的器官であり、肝細胞癌

が最も多く認められた。(中略) 

人における疫学調査のほとんどにおいてAFB1暴露と肝細胞癌との相関が指摘され

ている。これらの調査はアフラトキシンの暴露量が多く、かつ、HBVの罹患率が高い

地域で実施されており、HBV感染はリスク因子であることが示唆されている。 

AFB1以外のアフラトキシンについては、アフラトキシンＧ1では遺伝毒性及び発が

ん性が認められた。アフラトキシンＢ2及びＧ2に関するデータは限られている。 

IARCでは、自然界で生じるアフラトキシン混合物はヒトに対して発がん性がある物

質(グループ１)と分類している。 

○アフラトキシンの汚染実態 

 平成16～18年度の厚生労働科学研究による調査によれば、我が国に流通する食品中

の総アフラトキシンの汚染実態は次頁の表(省略)のとおりであった。 

アフラトキシンが検出されたのは、落花生、チョコレート、ピスタチオ、はとむぎ、

そば粉、香辛料、ココア、ピーナッツバター、アーモンド及びコーングリッツであり

(いずれも輸入品)、ごま油、米、ポップコーン、豆菓子、コーンフレーク、生トウモ

ロコシ、スイートコーン、そば麺、せんべい、ビール、乾燥イチジク及び落花生粉に

ついては検出されたものはなかった。 

 

５．食用油等のグリシドール脂肪酸エステルの含有実態調査結果について 

（１）厚労省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会における報告 

厚労省は 5月 18 日に開催した食品衛生分科会食品規格部会において報告事項の一
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つとして標記の「食用油等のグリシドール脂肪酸エステルの含有実態調査結果」を報

告しました。 

この実態調査は、①高濃度にジアシルグリセロール(DAG)を含む食品(DAG油等)が発

がんプロモーション作用を有する懸念から食安委において食品健康影響評価が継続

中という状況下において、②昨年7月、高濃度にDAGを含むDAG油の製造過程において

意図せぬ不純物として一般の食用油(植物油)に比べ高濃度のグリシドール脂肪酸エ

ステル(発がん物質であるグリシドールの関連物質)が生成されることが判明したこ

とから食安委においてDAGと併せて評価されることとなり、③昨年8月、食安委から厚

労省に対し食品健康影響評価に係る補足資料として以下のことを提出するよう依頼

があったこと、 

・食用油等に含まれるグリシドール脂肪酸エステルの分析法を検討すること 

・グリシドール脂肪酸エステルについて、DAG 油以外の食用油等の含有量の 

実態調査を行い、グリシドール脂肪酸エステルの高い含有がDAG 油に特有なもの

か否か考察すること 

④厚労省は、③の依頼を受け、国立医薬品食品衛生研究所食品部において実施した食

用油等のグリシドール脂肪酸エステル含有実態の調査結果を本日報告しました。 

 調査概要及び結論は次のとおりです。詳細は下記の URL をご覧ください。またこれ

までの経緯等は食科協ニュースレター第 75、77 号(食科協ＨＰにあり)をご覧くださ

い。（伊藤蓮太郎） http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0518-10f.pdf 

○ 調査概要 

・調査対象食品 

DAG 油については市販品を入手し、その他の食用油については(社)日本植物油協会、

マーガリン及びファットスプレッドについては日本マーガリン工業会、乳幼児用調製

粉乳については(社)日本乳業協会より入手した(各2 製品3 ロット)。 

・分析対象物質 

食用油中の含量割合の高い脂肪酸上位3 種(パルミチン酸、オレイン酸、リノール

酸)の各グリシドール脂肪酸エステルとした。 

・分析方法 

常温下で液状の食用油を対象として妥当性確認した抽出法により得られた試料を

LC/MS により分析した(定量限界5ppm)。常温下で固形のマーガリン及びファットスプ

レッドについては日本農林規格、乳幼児用調製粉乳については食品衛生法に記載され

ている油脂含有率に係る規格試験法により油脂を抽出し、以降の操作は食用油の分析

法に従った(別紙１参照)。 

・分析結果 

DAG 油については、すべての製品からその他の食品に比較して高濃度のグリシドー

ル脂肪酸エステル(3 種の脂肪酸エステルの合計値166～286ppm)が検出された。その
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他の食用油については、こめ油から定量限界をわずかに上回る検出が確認されたが(3 

種の脂肪酸エステルの合計値10.3～16.1ppm)、マーガリン、ファットスプレッド及び

乳幼児用調製粉乳については、すべて定量限界未満であった(別紙２参照)。 

○ 結 論 

食用油等に含まれるグリシドール脂肪酸エステルの分析法を検討し、これにより分

析を行ったところ、DAG 油のみにその他の食用油等に比べ、高濃度のグリシドール脂

肪酸エステルの含有が認められた。 

＜別紙１＞ グリシドール脂肪酸エステル分析法の概要（省略） 

＜別紙２＞ グリシドール脂肪酸エステル分析結果（省略） 

（２）食品安全委員会における報告 

厚労省は 6月 3日に開催された食安委の第 334 回会合において同委員会から依頼さ

れていた「食品健康影響評価に係る補足資料の提出」について報告しました。その一

つは上記(1)の実態調査の結果です。他の一つは当該企業が第三者試験機関へ依頼し

て実施した「グリシドール脂肪酸エステル及びグリシドールの慢性毒性試験の結果で

す。この結果については、信頼性及び中立性の確保を図るため国立医薬品食品衛生研

究所の研究者を中心とした専門家が確認を実施しており、厚労省は妥当であるとの報

告を受けています。詳しくは下記の URL をご覧ください。（伊藤蓮太郎） 

http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20100603

sfc&fileId=003 

○ 補足資料の提出 

１．グリシドール脂肪酸エステル及びグリシドールの遺伝毒性試験 

グリシドールリノール酸エステル及びグリシドールについて、ＧＬＰの基準に適合

した試験受託機関にて遺伝毒性試験（Ames試験、染色体異常試験、小核試験）を実施

いたしました。このたび、第三者試験機関から最終報告書を入手しましたので提出い

たします。これらの試験は、厚生労働省より依頼されました専門家の方々に信頼性及

び中立性をご確認いただいております。また、関連する弊社の自主研究につきまして

も、併せて提出いたします。 

２．体内動態研究のための分析方法の開発状況 

体内動態研究を実施するにあたり、血液中の成分の影響を受けない、信頼性の高い

高感度微量定量分析法を確立することは、評価において最も重要ですが、グリシドー

ル脂肪酸エステル、及び予想代謝物の一つであるグリシドールの分析法は、いまだ世

界的に報告例はありません。 

血漿中のグリシドール脂肪酸エステルの分析については、LC/MS法により、定量限

界が５PPbレベルの高感度分析法を開発いたしました。一方グリシドールの分析につ

きましては、低分子量であり、揮発性が高く、不安定な事から、高感度分析法の開発

には予想以上に時間を要しましており、このたび、GC/MS法により定量限界0.2ppmレ
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ベルまで分析法が開発できましたが、専門家の方々には、体内動態の正確な全容の解

明には、より高感度の分析方法の開発が必要とのご指摘をいただいております。 

３．その他の関連情報 

（１）食用油脂中のグリシドール脂肪酸エステルの分析方法 

食用油脂中のグリシドール脂肪酸エステルの分析法を、昨年末に開発し、本年1月

に日本油化学界発行の専門誌に掲載しました(J.oleo Science,59：81：88，2010)。 

更に改良法において検討を行っております。 

（２）欧州食品安全機関（FFSA）における研究の情報 

昨年11月FFSAが、３―MCPD脂肪酸エステル（及びその関連エステル）のデータベー

ス作成のための取り組みを開始しました。これによると、３―MCPD脂肪酸エステルに

つきましては、ドイツを中心に、分析方法、低減化法、生成メガリズム、体内動態、

安全性などの研究を、産官学の研究機関が一体となって取り組んでいます。その中に、

グリシドール脂肪酸エステルの項が設けられており、ベルギーの大学機関が、分析方

法、食品中の量、生成機構などの研究計画を公表するなど、研究の広がりを見せてい

ます。本情報は今後も注視してまいります。なおEFSAの情報は下記のURLに記載され

ています。 

 http://www.efsa.europa.eu/en/ahawtopics/topic/monochloropropane.htm 

○ グリシドールリノール酸エステル及びグリシドールの遺伝性毒性試験（概要） 

グリシドールリノール酸エステルは、Ames試験にて陽性、染色体異常試験および小

核試験では陰性の結果が得られ、グリシドールはAmes試験および染色体異常試験にて

陽性、小核試験では陰性の結果が得られた(表１、２) (省略)。 

グリシドールリノール酸エステルのAmes試験において、陽性結果の得られた

Samonella typhimurium TA100株の実験系について、花王(株)において自主研究を実

施したところ、このAmes試験条件下において、 

・ 復帰変異コロニー数の増加に相当する程度のグリシドールが生成していること 

・ リバーゼ阻害剤の添加によりその生成が抑制され、かつ、復帰変異コロニー数の

増加も抑制されること 

が確認され、Ames試験の陽性結果は、グリシドールリノール酸エステルより生成した

グリシドールによるものである可能性が示唆された。 

（３）食品安全委員会がワーキンググループの設置を決定 

 食安委は6月11日の第335回会合において、グリシドールリノール酸エステルが不純

物として高濃度に含まれていること等を様々な角度から評価する必要があるため、こ

れまでの議論の継続性を踏まえつつ、より多角的で効率的な調査審議を行う観点から 

同委員会の下に「高濃度にジアシルグリセロールを含む食品に関するワーキンググル

ープ」を設置することを決定しました。その構成及び運営は次のとおりです。詳細は

下記のURLをご覧ください。（伊藤蓮太郎） 
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http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20100610sfc&f
ileId=008 
（１）ＷＧは、委員長の指名する専門委員（別紙）により構成する。 

（２）ＷＧに座長を置き、ＷＧに属する専門委員の互選により選任する。 

（３）座長はＷＧの会議を招集し、議事をつかさどる。 

（４）座長に事故があるときは、ＷＧに属する専門委員のうちから座長があらかじ 

め指名する者が、その職務を代理する。 

（５）座長が必要と認めた場合には、ＷＧに属する専門委員以外の有識者の参加を 

求めることができる。 

（６）ＷＧの会議、議事録等は原則として公開とするが、個人の秘密等が開示され 

特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合においては、 

「食品安全委員会の公開について」(平成15年7月1日食品安全委員会決定)に準 

じて取り扱う。 

（７）ＷＧの調査審議の結果は、食品安全委員会に報告する。 

 

【消費者情報】 

乳固形分・乳脂肪分に銘柄差 

 ～ソフトクリームの成分テスト～ 

（北海道立消費生活センター「きらめっく」N0.61 号より引用） 
酪農の盛んな北海道の加工食品の１つに、アイスクリー

ムなどの乳製品があります。アイスクリーム類は、「乳等

省令（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令）」で定義

があり、成分規格も定められていますが、対面販売のソフ

トクリームについては定義がなく、成分規格もありません。

そこで、乳固形分、乳脂肪分、糖組成等についてテストし

ました。 

【乳等省令の成分規格による分類】 

区分 種類別名称 乳固形分 うち乳脂肪分 

アイ アイスクリーム １５．０％以上 ８．０％以上 

 アイスミルク １０．０％以上 ３．０％以上 

ラクトアイス ３．０％以上 ― 

（注）乳固形分＝乳脂肪分＋無脂乳固形分 
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  テスト品目   

対面販売のソフトクリーム２０銘柄 

  テスト結果   

➀粗脂肪分（食品中の総脂肪分） 

№１９が 18.0％で最も高く、№１５が 3.4％で最も低く、平均は 7.0％でした。「五

訂増補日本食品標準成分表」では、ソフトクリーム（コーンカップを除く）の粗脂肪

分は 5.6％で、今回テストしたソフトクリームは全体的に高い傾向でした。 

②粗脂肪中の乳脂肪の割合 

粗脂肪中の乳脂肪の割合は、№１１が０％、№１２が５０％で、それ以外の１８銘

柄は１００％でした。 

③乳脂肪分 

粗脂肪分と粗脂肪中の乳脂肪の割合から乳脂肪分を算出したところ、№１９が１８．

０％と最も高く、№１１が０％で、２０銘柄の平均は６．５％でした。 

④無脂乳固形分 

№４が 14.5％で最も高く、№１５が 8.8％と最も低く、平均は１0.7％でした。 

⑤乳固形分 

 乳等省令では、乳脂肪分と無脂乳固形分との和を乳固形分としています。№１９が

29.4％と最も高く、№１１が 9.5％と最も低く、平均は 17.3％でした。 

乳固形分（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥乳等省令による分類 

乳等省令の成分規格を参考にすると、アイスクリームに分類されるのは、№１、８、

１４、１９の４銘柄、アイスミルクに分類されるのは１５銘柄、ラクトアイスに分類

されるのは№１１の１銘柄でした。 

⑦糖組成 

全銘柄からショ糖と乳糖が検出されました。そのほかに果糖、ブドウ糖、麦芽糖を

少量含むものもありました。糖分の合計は、№１６が１８．６％と最も高く、№１０

が１０．１％で最も低く、平均は１４．８％でした。「五訂増補日本食品標準成分表」
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ではソフトクリーム（コーンカップを除く）の糖分は２０．１％で、今回テストした

ソフトクリームは全体的に低い傾向でした。 

糖分（％） 

 

まとめ 

●テストの結果から、ソフトクリーム

の品質は銘柄によって差がありました。

ソフトクリームには基準がないため、

乳等省令のアイスクリーム類の規格を

参考に分類すると、大半の銘柄はアイ

スミルクに分類されました。 

●「五訂増補日本食品標準成分表」のソフトクリームと比較すると今回のソフトクリ

ームは、脂肪が多く濃厚で、糖分が少なく、甘さを控えた傾向にありました。 

【企業情報】 
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わが社における食品の信頼性確保・向上のための取り組み等（１２） 

優秀な衛生管理を実施している生産市場（魚介類せり売り営業）を紹介します。 

新鮮・安心を食卓へ！ 

鳥羽磯部漁協 答志集約市場 
（三重県漁業協同組合連合会 HP 

http://www.miegyoren.or.jp/GFP/newpage5.htm より引用） 

 
 

 

 

 

 

・平成 17 年開設 

・水揚高約 15 億円 

・市場職員数 8 名 

・主な漁業種類 

 一本釣り、刺し網、 

タコ壷など 
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鳥羽磯部漁協 答志集約市場の取組み 

 
 

〇施設内の水槽、カゴ類、床面、はかり 

などは毎日、業務終了後に高圧温水洗 

浄機等を使って洗っています。 

また、洗浄後は乾燥させて、衛生的に 

保管しています。 

 

 

 

〇市場に入場する場合は、必ず靴底の消毒を行います。 

〇入場者は原則として、長靴、帽子着用 

が義務付けられています。 

〇ホースの先端は床面に直接触れないよ 

う工夫をしています。 

〇トイレは履物を替えてから。土足厳禁 

です。 

 

 

高圧温水洗浄

機を使っての

清掃作業 

（上写真）靴底を消毒してから入場

（下写真）入場者の帽子着用義務 
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〇市場内は車輌の乗り入れを禁止 

ています。（タイヤからの菌の 

侵入を防止します） 

 

 

〇市場職員の健康状態は毎日チェックし、 

問題のある職員は魚の取扱いをさせな 

いようにしています。 

〇市場関係者以外の入場を制限し、許可 

 制としています。 

〇入退場口、搬入出口を限定し、人と荷 

物の出入りを体系化しています。 

〇先進地視察や研修会を通して市場職 

 員の衛生教育を行っています。 

 

 

 
 

 
HACCP 水産物加工場での職員研修 

来場者の入場許可証 

 

警告・案内などの看板類 

水
槽
を
置
い
て
車
両
進
入

を
ブ
ロ
ッ
ク 
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答志集約市場へお越しください！ 
答志市場では、小中学校をはじめとする教育の場 
として、また、答志島の観光拠点として、一般の方 
の見学を受け入れております。 
＊団体でお越しの際には、事前の申し込みが必要と 
 なります。 
答志島は古墳・首塚・胴塚などの歴史的名勝や、 
海水浴・ハイキングなどのレジャー、そして新鮮で 
美味しい魚介類が豊富にあります。是非お越しください。 
＜アクセス＞鳥羽佐田浜港（近鉄鳥羽駅より徒歩５分）より定期船で約３０分 
＜お問合せ＞鳥羽市答志町 241-1鳥羽磯部漁業協同組合答志支所 
（TEL）0599-37-1433（e-mail）ti-soumu1@tobaisobe.jf-net.ne.jp 
（鳥羽磯部漁協HP）http://www.osakanaikiiki.com/ 
☆漁協直営レストラン魚々味も好評営業中！魚々味HP … http://www.totomi.jp/ 

 

〇定期的に市場施設、魚体、水質などの 

細菌検査や魚体温度のモニタリング調 

査を行い、衛生度、鮮度管理をチェッ 

クしています。 

〇市場内での作業状況やリスク管理 

等については、毎日記録をし、日 

報、週報、月報、年報など、必要に 

応じた記録管理を行っています。 

 

公的機関による検査風景

点検記録書類の保管 
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答志集約市場衛生品質管理マニュアルの一例 

Ⅰ．組織体制について 

１．衛生品質管理推進協議会（以下、｢協議会｣）の設置 

（１）役割 

衛生品質管理の推進にあたり、意思決定機関として協議会を設置し、具体的施策

等について検討し、方針決定を行う。 

（２）協議会の名称 

鳥羽地区衛生品質管理推進協議会という。 

（３）設置要領 

別添｢衛生品質管理推進協議会設置要領｣のとおり 

（４）構成メンバー 

別添｢鳥羽地区衛生品質管理推進協議会メンバー｣のとおり 

２．協議会の位置付け（市場の衛生品質管理に関すること） 
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Ⅲ．施設・設備の管理について 

１．市場の衛生品質管理区域について 

 答志集約市場の衛生品質管理区域は、別添の｢答志集約市場衛生品質管理区域｣に

示すとおりで、この要領で定める事項の適用範囲とする。 

２．市場施設の清潔保持 

（１）清掃（洗浄） 
   市場施設の床面は、営業の終了ごと（もしくは漁獲物の搬出の完了後）に海水

で洗浄した後浄水で洗い、乾燥させる。 
（２）清潔度の点検（営業前） 
   毎日市場の営業前に、市場施設内に汚れ等がないかを確認する。点検結果は記

録保管する。 
（４）時間的閉鎖 
   搬出口（①～⑤）については、原則として漁獲物の搬出時（入札終了後）まで

閉鎖とし、⑥については通常は使用しない。ただし、強風時や緊急の場合はこの

限りでない。（別添｢市場の出入口・搬出口｣） 
（５）施設の非開放等 

岸壁側の市場出入口については、陳列・入札場で使用しないパレットを用いて、

常時外部と遮断を行う。また、看板設置により警告を行う。 
（６）清掃用具等の管理 

 ホースの保管は専用フックを使用し、先端が床面に接触することがないように

する。 
また、清掃用具は必要な数量を所定の場所に保管する。 

 

 

 

 

 

 
ホース先端を面に接触させないた

めの工夫。床面からの汚染を防止

する。 

ホースは床面から離して収納。タイ

ヤのホイールを再利用している。 
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Ⅴ．漁獲物の取扱いについて 

１．漁獲物の搬入・搬出 

（１）鮮魚 
    漁獲物の搬入は、船から岸壁に陸揚げするか、岸壁側入り口（ＣまたはＤ）

から搬入する。衛生品質管理区域内の移動は、人力もしくは、専用フォークリ

フトによるものとする。なお、搬出については、基本的に搬出口（①～⑤）、

もしくは岸壁から活魚運搬船への積み込み、又は岸壁側入り口（ＣまたはＤ）

からとする。（｢市場内の出入口・搬出口｣参照） 

２．漁獲物の衛生品質管理 

（１）鮮魚の陳列方法 
  鮮魚を陳列する場合は、魚箱、トロ箱を利用する。魚箱、トロ箱は決められ

た区画上に並べた樹脂製パレットの上に置き、床面より１０ｃｍ以上の高さを

確保する。また、陸揚げから入札までの間は、蓋もしくはシート等をかけて異

物が入らないように注意する。 

３．漁獲物の鮮度・品質保持 

（１）鮮魚の温度保持 
  鮮魚は、陸揚げから出荷まで十分な施氷により低温保持し、蓋もしくはシー 

ト等をかけて温度上昇を抑制する。漁協職員は入札前に施氷の状態を確認し、 
取扱いチェック表に記録する。鮮度管理上問題があると判断された場合は、問 
題のある生産者に対して、氷の追加等についての改善指導を行う。 

 
【施氷が魚体温度に影響する例 調査時期：7 月 対象魚種：サワラ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

体内温度が降下 

体内温度が上昇 

施
氷
が
十
分
な
例
（
上
）
と
不
十
分

な
例
（
下
）

2 時間後 
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答志集約市場のゾーニング例について 

衛生品質管理区域について 

 

市場内の出入り口・搬出口 
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優良衛生品質管理市場に認定されました！ 

優良衛生品質管理市場認定制度は、（社）大日本水産会が平成 17 年度に開始した

制度です。これは、産地市場の自主的な衛生管理の取組みに対して一定の基準を設け、

客観的に評価することによって広く市場の衛生品質管理を推進することを目的とし

ているものです。平成 18 年 6 月、鳥羽磯部漁協答志集約市場は、この優良衛生品質

管理市場に三重県下で初めて認定されました。また、平成 22 年 6 月には継続審査に

合格しており、日々の継続した努力が評価されております。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･･･これらの情報に関するお問い合わせ先･･･ 

三重県漁業協同組合連合会 指導部漁業振興課 【TEL】059-228-1205 
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【学術・海外行政情報】 

１．食品中の遺伝毒性、発がん性物質への暴露限界（MOE）法の適用、例：

エチルカルバミド（CAS No.51-79-6） 

Setzer RW,  Dinovi M, （Unilever Research, UK） 
Food Chem Toxicol. 2010 Jan, 48 S1: S63-S68 
エチルカルバミド(*)は変異原性があり in vivo でＤＮＡ付加体（adduct）生成し、

げっ歯類動物試験で発がん性がある。雄、雌マウスにおける alveolar、bronchiolar

腺腫とがん腫の合計データに用量反応モデルを適用した結果、BMDL10 は、0.25 mg/kg

体重/日と算定された。MOE は乳幼児、成人への暴露について、それぞれ 750、4300 で

あった。食品および非アルコール性飲料由来の暴露量は、1 mμg/人/日（15ng/kg 体

重/日）と推定された一方、多くのアルコール飲料消費者の暴露量は、5 mμg/人/日

（80ng/kg 体重/日）と推定された。対応する MOE は、それぞれ 16600、3125 であった。 

別名 ウレタン       （石井健二） 

 
２．食品中の遺伝毒性、発がん性物質への暴露限界（MOE）法の適用、例：

アフラトキシン B1 (AFB1) 

Benford D, Leblanc JC, Setzer RW (Food standards Agency, UK) 
Food Chem Toxicol. 2010 Jan, 48 S1: S34-S41 
アフラトキシン B1 (AFB1)は強力な変異原物質であることが一貫して示され、また

ヒト及び広範な動物種で肝臓がんを誘発する。Fisher ラットは動物モデル中で最も感

受性が高いようである。用量反応モデルを適用した結果、BMDL10 は 250 ng/kg 体重/

日であった。人の食事由来平均暴露推定量は低暴露、高暴露、を代表する地域で、そ

れぞれ 0.4 ng/kg 体重/日、2.6 ng/kg 体重/日であった。平均暴露量での MOE は 100

から 600 であった。       （石井健二） 
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☆編集後記☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

この機関紙の記事を無断で転載することを禁じます。 

 

○日中食品安全推進イニシアチブ覚書が署名された同日に第1回閣僚級会

合が開催され、2010年度行動計画が合意されたことは非常に喜ばしいこ

とです。日中両国が本年度行動計画の中で「解決を促進すべき双方の具

体的な関心事項」としてそれぞれ4項目ずつ掲げたことも、本年度内に2

回の開催が予定されている実務者レベル協議における解決を目指した

ものと思われ、「日中食品安全推進イニシアチブ」への積極的な取り組

みが窺われます。 

○添加物に関する食品健康影響評価指針では、その定義の中で「耐容上限

量（UL：tolerable upper intake level）」を定めていましたが、その

設定方法等に関する解説はありませんでしたので、少々不満が残りまし

た。その理由は、厚労省食品安全部長通知「いわゆる健康食品」の摂取

量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月食安発第

0228001号)において、「当該成分が経口摂取の医薬品として用いられる

ことがあるものについては、原則として医薬品として用いられる量を超

えないように設定すること。」と規定していることについて納得できな

いからです。 

○「高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の安全性」に係る食品健康

影響評価については、体内動態の試験結果など未提出資料もあります

が、今般、追加の補足資料が提出されたことから、食品安全委員会の下

にWGが設置され、評価が行われることになりました。それにしても、新

規に開発されたトクホ食品の安全性確保については万全の上にも万全

を尽くさなければならないことを教えられました。 

○企業情報では「食品業界の信頼確保とその向上に向けた取組の浸透と徹

底」について先進的な食品企業の例を紹介していますが、水産庁及び

(社)大日本水産会の指導・支援により「魚介類せり売り市場」において

も、殺菌海水給水設備を設置し、衛生管理マニュアルに従って作業する

などHACCPシステムを導入した市場が増えつつあります。腸炎ビブリオ

食中毒の大減少にも役立ったと考えています。（伊藤蓮太郎） 

 


